
１１ 侵襲性インフルエンザ菌感染症

（１）定義

Haemophilus influenzaeによる侵襲性感染症として、本菌が髄液又は血液などの無菌部位か

ら検出された感染症とする。

（２）臨床的特徴

潜伏期間は不明である。発症は一般に突発的であり、上気道炎や中耳炎を伴って発症する

ことがある。髄膜炎例では、頭痛、発熱、髄膜刺激症状の他、痙攣、意識障害、乳児では大

泉門膨隆等の症状を示す。敗血症例では発熱、悪寒、虚脱や発疹を呈すが、臨床症状が特異

的ではないことも多く、急速に重症化して肺炎や喉頭蓋炎並びにショックを来すことがある。

（３）届出基準

ア 患者（確定例）

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から侵襲性インフル

エンザ菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性インフルエ

ンザ菌感染症患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を７日以内に行

わなければならない。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。

イ 感染症死亡者の死体

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、侵襲性イン

フルエンザ菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性イン

フルエンザ菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規定による

届出を７日以内に行わなければならない。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の

右欄に定めるもののいずれかを用いること。

検査方法 検査材料

分離・同定による病原体の検出 髄液、血液、その他の無菌部位

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 髄液、血液、その他の無菌部位

ラテックス法による病原体抗原の検出 髄液


